
昔
、
社
会
科
の
教
科
書
に
出
て
き
た
英

国
労
働
党
の
社
会
福
祉
政
策
の
ス
ロ
ー
ガ

ン
、「
ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
」
は
今

で
も
記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
日
本

を
始
め
各
国
の
社
会
福
祉
政
策
の
指
針
と

な
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
後
保
守
党
サ
ッ

チ
ャ
ー
政
権
下
で
の
方
針
転
換
、
そ
し
て

さ
ら
な
る
労
働
党
の
政
権
奪
還
後
す
っ
か

り
過
去
の
言
葉
と
な
っ
た
。

社
会
保
障
の
中
核
を
成
す
も
の
に
年
金

制
度
が
あ
る
。
英
国
で
も
日
本
と
同
様
高

齢
化
が
進
ん
で
お
り
、
今
後
２０
年
の
う
ち

に
人
口
の
４
分
の
１
は
６５
歳
以
上
と
な

り
、
ま
た
８５
歳
以
上
の
人
口
は
現
在
の
２

倍
の
割
合
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

今
回
は
英
国
の
年
金
に
つ
い
て
報
告
を
し

た
い
。

年
金
制
度
の
歴
史

１
９
０
９
年
に
初
め
て
無
拠
出
制
で
の

年
金
制
度
が
実
施
さ
れ
、
当
時
の
貨
幣
５

シ
リ
ン
グ
相
当
が
７０
歳
以
上
の
男
女
に
平

等
に
支
払
わ
れ
た
。
１
９
１
１
年
に
は
医

療
や
雇
用
保
険
の
た
め
に
国
民
保
険

法
＊
１

が
制
定
さ
れ
、勤
労
者
は
強
制
加
入

で
一
律
の
保
険
料
を
支
払
う
よ
う
に
な

り
、
こ
の
保
険
料
の
拠
出
金
が
そ
の
後
年

金
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
１
９

４
８
年
に
は
被
用
者
・
事
業
主
双
方
に
よ

る
定
額
拠
出
・
定
額
給
付
の
国
民
基
礎
年

金
制
度

＊
２

が
発
足
、そ
の
後
報
酬
比
例
拠

出
額
に
よ
る
２
階
建
て
構
造
の
年
金
制
度

と
そ
れ
に
伴
う
報
酬
比
例
給
付
額
の
導

入
、
そ
し
て
職
域
年
金
加
入
者
が
報
酬
比

例
部
分
の
加
入
か
ら
適
用
除
外
さ
れ
る
概

念
な
ど
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
１
９
７
８

年
に
は
国
家
所
得
比
例
年
金（SER

PS

）＊
３

の
導
入
、２
０
０
２
年
に
は
そ
れ
が
国
家

第
二
年
金（S

2P

）＊
４

制
度
に
移
行
。
ま

た
、
低
所
得
者
や
家
事
従
事
者
へ
の
配
慮

か
ら
各
種
改
正
が
行
わ
れ
、
現
在
世
界
で

最
も
複
雑
な
制
度
と
い
わ
れ
て
い
る
。

国
民
年
金

国
民
年
金
制
度
の
１
階
部
分
で
あ
る
基

礎
年
金
は
最
低
所
得
額
以
上
の
収
入
が
あ

る
１６
歳
以
上
の
国
民
は
強
制
加
入
と
な
っ

て
お
り
、条
件
を
満
た
さ
な
い
低
所
得
者
、

無
職
の
者
に
つ
い
て
は
任
意
加
入
で
あ

る
。
２
階
部
分
の
国
家
第
二
年
金
に
つ
い

て
は
基
礎
年
金
強
制
加
入
者
は
原
則
強
制

加
入
で
あ
る
が
、
国
家
第
二
年
金
の
除
外

対
象
と
な
る
適
格
職
域
年
金
に
加
入
の
場

合
や
個
人
で
適
格
個
人
年
金
へ
の
加
入
を

選
択
し
た
場
合
は
免
除
と
な
る
。
最
も
一

般
的
な
例
で
は
、国
民
保
険
料（N

IC
s

）＊
５

の
う
ち
第
一
種
保
険
料
と
呼
ば
れ
る
部
分

は
被
用
者
が
賃
金
の
１１
・
０
％
、
事
業

主
が
１２
・
８
％
を
負
担
し
、
所
得
税
と

同
様
給
与
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
、
年
金
給

付
の
主
な
財
源
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
国

民
保
険
料
は
医
療
な
ど
の
財
源
に
も
使
わ

れ
て
お
り
、年
金
の
た
め
だ
け
で
は
な
い
。

ロ
ン
ド
ン
で
暮
ら
し
て
⑤

英
国
の
社
会
保
障

日
系
銀
行
勤
務

由
紀
子
ア
ン
ダ
ー
セ
ン

区分けされた土地を借りて野菜や植物を栽培するアロットメント（レンタル菜
園）は高齢者にも人気が高い
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国
民
保
険
番
号
（N

IN
O

）
＊
６

全
て
の
英
国
民
は
１６
歳
の
誕
生
日
前
に

N
IN

O
カ
ー
ド
を
受
け
取
る
。NIN

O

は
２

つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
続
く
６
桁
の
数

字
、
そ
し
て
最
後
に
も
う
ひ
と
つ
の
文
字

か
ら
な
る
９
桁
の
番
号
で
、
身
元
証
明
に

は
使
え
な
い
と
カ
ー
ド
に
注
意
書
き
が
あ

る
も
の
の
、
実
質
上
個
人
の
身
元
識
別
に

使
わ
れ
て
い
る
。ま
た
、英
国
で
就
労
し
よ

う
と
す
る
外
国
人
は
居
住
地
域
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
た
公
的
機
関
に
出
向
い
て
面
接

を
受
け
、N

IN
O

を
発
行
し
て
も
ら
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仕
事
が
変
わ
る
度
に

N
IN

O

を
新
し
い
職
場
の
人
事
部
に
通
知

し
、所
得
税
とN

IC
s

の
源
泉
徴
収
処
理
を

し
て
も
ら
う
。
こ
の
個
人
固
有
の
番
号
が

日
本
で
の
基
礎
年
金
番
号
と
同
様
、
将
来

の
年
金
受
給
に
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
る
。

年
金
の
受
給

国
民
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
は
現
在
の

受
給
者
で
は
男
性
６５
歳
女
性
６０
歳
と
な
っ

て
い
る
が
、
２
０
１
０
年
か
ら
段
階
的
に

女
性
も
６５
歳
と
な
り
、
２
０
４
６
年
ま
で

に
男
・
女
共
に
６８
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、年
金
の
支
給
要
件
は「
加
入
期
間
」

（
必
要
資
格
獲
得
年
数
）＊

７

を
元
に
計
算
さ

れ
る
。
こ
れ
は
年
金
支
給
ま
で
に
国
民
保

険
料
を
支
払
っ
て
い
る
（
あ
る
い
は
支
払

っ
た
と
み
な
さ
れ
る
）
年
数
で
、
現
在
男

性
で
４４
年
、
女
性
で
３９
年
あ
る
と
基
礎
年

金
を
満
額
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
低
で
も
こ
の
年
数
の
２５
％
以
上
の
年
数

（
男
性
１１
年
、女
性
９
・
７５
年
）が
な
い
と
全

く
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
こ
の
し
く
み
で
は
伝
統
的
に
家

庭
で
子
供
や
家
族
の
世
話
な
ど
に
従
事
し

て
い
た
女
性
が
満
額
の
年
金
給
付
を
受
け

る
率
が
非
常
に
低
く
な
り
（
現
在
３０
％
）

不
平
等
と
い
う
こ
と
で
、
２
０
１
０
年
４

月
６
日
以
降
に
支
給
年
齢
に
達
す
る
場
合

は
こ
の
加
入
期
間
が
３０
年
間
に
短
縮
さ
れ

る
。
そ
し
て
た
と
え
１
年
で
も
加
入
期
間

が
あ
れ
ば
、
３０
年
分
を
満
額
と
し
３０
分
の

１
の
年
金
が
給
付
さ
れ
る
よ
う
に
と
改
訂

さ
れ
た
。

２
０
０
８
年
度
の
満
額
の
基
礎
年
金
額

（
定
額
）
は
単
身
者
で
週
に
９０
・
７０
ポ
ン

ド
と
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
報
酬
比
例
部

分
に
加
入
の
場
合
は
そ
の
分
が
加
算
さ
れ

る
。
こ
の
他
に
も
６０
歳
以
上
の
対
象
者
に

は
冬
期
間
燃
料
手
当
支
給
の
制
度
や
、
テ

レ
ビ
ラ
イ
セ
ン
ス
と
い
う
日
本
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ

受
信
料
の
よ
う
な
料
金
の
支
払
い
を
免
除

す
る
制
度
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
食
品
な

ど
の
高
騰
が
続
く
昨
今
の
年
金
者
の
生
活

は
決
し
て
楽
で
は
な
い
。
年
金
生
活
者
の

窮
状
を
伝
え
る
様
々
な
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に

す
る
が
、
お
金
が
な
く
て
ろ
く
に
外
出
や

食
事
も
で
き
な
い
と
か
、
年
金
支
給
額
の

上
昇
率
を
大
き
く
上
回
る
カ
ウ
ン
シ
ル
タ

ッ
ク
ス
と
呼
ば
れ
る
税
金
の
支
払
い
を
拒

み
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
た
高
齢
者
の
話
な

ど
を
聞
く
と
心
が
痛
む
。

職
域
年
金
・
企
業
年
金

さ
て
、
公
的
年
金
の
給
付
額
は
た
と
え

満
額
を
受
け
取
れ
る
人
で
も
十
分
と
は
い

え
な
い
の
で
政
府
は
２
階
建
て
部
分
と
な

る
職
域
年
金
制
度
の
確
立
を
積
極
的
に
奨

励
し
て
き
た
。
多
く
の
企
業
で
は
企
業
年

金
、
あ
る
い
は
外
部
機
関
に
委
託
し
た
個

人
グ
ル
ー
プ
年
金
制
度
を
福
利
厚
生
の
一

環
と
し
て
従
業
員
に
提
供
し
て
い
る
こ
と

が
多
い
。
報
酬
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
か
を
事

業
主
が
保
険
料
と
し
て
拠
出
す
る
一
方
、

従
業
員
側
で
も
給
与
か
ら
天
引
き
で
上
乗

せ
す
る
。
こ
れ
ら
の
支
払
い
額
か
ら
は
税

金
が
免
除
さ
れ
る
。

例
え
ば
私
の
勤
務
す
る
銀
行
で
は
従
業

員
が
複
数
の
外
部
委
託
の
個
人
グ
ル
ー
プ

年
金
か
ら
選
択
す
る
形
式
を
と
っ
て
お

り
、
給
与
の
数
パ
ー
セ
ン
ト
を
銀
行
側
が

負
担
し
そ
れ
ぞ
れ
の
従
業
員
の
選
択
し
た

年
金
口
座（
フ
ァ
ン
ド
）に
掛
金
と
し
て
拠

低所得者や生活保護を受けている人などを対象に貸し出される
住宅施設。居住者には年金生活者も多い

年金の受け取りは銀行よりも郵便局が身近な場合が多い
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出
す
る
。
拠
出
割
合
は
従
業
員
の
年
齢
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
年
齢
が
高
い

ほ
ど
割
合
も
高
い
。
従
業
員
も
任
意
の
割

合
を
給
与
か
ら
フ
ァ
ン
ド
に
入
金
す
る
。

こ
の
掛
金
を
個
々
選
択
し
投
資
し
た
運
用

次
第
で
、
将
来
の
年
金
給
付
額
が
影
響
を

受
け
る
。
い
わ
ゆ
る
「
確
定
拠
出
年
金
」

の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
年
金
フ
ァ
ン
ド
の
選

択
を
し
た
個
人
が
運
用
の
責
任
と
リ
ス
ク

を
負
う
と
い
う
の
が
基
本
的
な
考
え
で
あ

る
。
こ
う
い
っ
た
Ｄ
Ｃ
型

＊
８

の
年
金
制

度
はFTSE

＊
９

企
業
の
８３
％
が
導
入
し
て

お
り
、
ご
く
一
般
的
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
他
に
も
個
人
で
個
人
年
金
や

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
年
金
な
ど
に
加
入
す

る
こ
と
で
、
公
的
年
金
を
補
完
し
よ
り
豊

か
な
老
後
生
活
に
備
え
る
人
も
い
る
。

Ｄ
Ｃ
型
に
対
し
Ｄ
Ｂ
型

＊
１０

と
呼
ば
れ
る

企
業
年
金
に
「
フ
ァ
イ
ナ
ル
サ
ラ
リ
ー
ペ

ン
シ
ョ
ン
」＊
１１

と
い
う
制
度
が
あ
る
。
こ

れ
は
英
国
で
は
伝
統
的
に
企
業
が
従
業
員

の
福
利
厚
生
と
し
て
導
入
し
て
い
た
「
退

職
金
」
で
、
多
く
の
場
合
従
業
員
か
ら
は

無
拠
出
、
各
従
業
員
の
退
職
時
の
給
与
額

を
６０
で
割
り
そ
れ
に
勤
続
年
数
を
掛
け
た

額
を
支
払
う
。
し
か
し
不
況
に
よ
る
社
益

の
縮
小
や
財
源
不
足
な
ど
を
理
由
に
こ
の

制
度
を
廃
止
す
る
企
業
が
多
数
出
て
き
て

い
る
。
つ
い
最
近
も
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド

の
製
油
所
で
こ
の
年
金
制
度
を
新
規
従
業

員
に
は
適
用
せ
ず
、
新
た
に
従
業
員
拠
出

型
の
企
業
年
金
制
度
を
段
階
的
に
導
入
す

る
計
画
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
組
合
が
反

対
し
て
４８
時
間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
断
行
す

る
と
い
う
騒
ぎ
が
あ
っ
た
。
こ
の
製
油
所

の
従
業
員
１
４
０
０
名
の
う
ち
、
９７
％
も

が
参
加
し
、
２
日
の
ス
ト
ラ
イ
キ
と
は
い

え
製
油
所
の
特
質
上
安
全
確
保
の
為
に
段

階
的
に
１
週
間
か
け
て
閉
鎖
、
そ
の
後
再

起
動
も
徐
々
に
行
う
た
め
完
全
復
帰
に
は

２
〜
３
週
間
か
か
る
と
い
う
大
規
模
な
出

来
事
で
あ
っ
た
。
あ
る
試
算
に
よ
る
と
、

こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
英
国
経
済
に
一
日
５

千
万
ポ
ン
ド
の
損
失
を
与
え
た
と
い
う
。

年
金
改
革

２
０
０
６
年
の
年
金
白
書
で
提
唱
さ
れ

た
「
個
人
口
座
」（
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
カ
ウ
ン

ツ
＊
１２

）
は
、
職
場
で
適
当
な
企
業
年
金
を

持
た
な
い
全
て
の
就
労
者
が
自
動
的
に
加

入
す
る
新
し
い
年
金
制
度
で
、
２
０
１
２

年
ま
で
の
導
入
・
稼
働
を
め
ざ
し
て
い

る
。
老
後
の
生
活
資
金
を
十
分
に
貯
め
て

い
な
い
人
が
多
い
中
、
定
年
後
に
必
要
な

資
金
の
確
保
は
個
人
責
任
と
す
る
こ
と
を

奨
励
し
、
そ
の
為
の
簡
便
な
方
法
を
提
供

し
よ
う
と
い
う
も
の
。
企
業
年
金
や
個
人

グ
ル
ー
プ
年
金
よ
り
も
低
い
手
数
料
で
、

職
場
が
変
わ
っ
て
も
影
響
を
受
け
ず
に
自

分
の
資
産
と
し
て
持
ち
運
び
が
で
き
る
の

が
利
点
だ
。
こ
れ
は
Ｄ
Ｃ
型
で
２
０
１
４

年
ま
で
は
１
％
か
ら
始
ま
る
段
階
的
な

拠
出
割
合
と
な
る
が
、
最
終
的
に
就
労
者

は
給
料
の
４
％
、
事
業
主
は
３
％
、
政

府
が
１
％
の
合
計
８
％
の
拠
出
と
す

る
。
２
０
０
７
年
の
年
金
法
に
よ
り

PA
D
A

＊
１３

と
い
う
公
共
機
関
が
新
た
に
設

置
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
カ

ウ
ン
ツ
の
導
入
、
戦
略
管
理
な
ど
の
役
目

を
担
っ
て
い
る
。
日
々
の
運
営
は
い
く
つ

か
の
外
部
機
関
に
委
託
さ
れ
る
予
定
だ
。

日
本
と
の
社
会
保
障
協
定

近
年
、
国
際
間
の
人
的
移
動
が
ま
す
ま

す
活
発
に
な
る
中
、
公
的
年
金
制
度
を
持

つ
国
同
士
で
こ
う
い
っ
た
人
々
を
保
護
す

る
た
め
の
協
定
を
結
ぶ
場
合
が
あ
る
。
こ

れ
は
主
に
外
国
に
派
遣
さ
れ
る
日
本
人
、

逆
に
日
本
に
派
遣
さ
れ
る
外
国
人
に
つ
い

て
、
相
互
の
公
的
年
金
制
度
へ
の
強
制
加

入
に
よ
る
保
険
料
の
二
重
払
い
、
年
金
受

給
資
格
要
件
や
保
険
料
の
掛
け
捨
て
の
問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
現

在
日
本
と
の
間
で
は
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
韓

国
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
、

英
国
の
７
カ
国
で
締
結
さ
れ
て
お
り
、
署

名
済
み
、
交
渉
中
の
国
も
数
カ
国
あ
る
。

勤務先で加入している個人グループペンションとステーク
ホルダーペンションの年金パンフレット。年に一度、ファ
ンドの投資状況などの報告書が届けられる

年金生活者の多くは普段、ぜいたくをしないよう心がけてい
るが、家族が集まった時にはレストランに出かけることも
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日
本
と
英
国
間
の
日
英
社
会
保
障
協
定

は
２
０
０
０
年
に
発
効
さ
れ
た
。
内
容
と

し
て
は
、
日
英
間
の
協
定
の
場
合
、「
適

用
調
整
」（
派
遣
が
５
年
を
超
え
な
い
場
合

に
は
当
該
期
間
中
相
手
国
の
法
令
の
適
用

を
免
除
し
自
国
の
法
令
の
み
適
用
、
５
年

を
超
え
る
見
込
み
の
場
合
に
は
相
手
国
の

法
令
の
み
を
適
用
す
る
）
の
み
で
、「
保

険
期
間
の
通
算
」（
両
国
間
の
年
金
制
度
へ

の
加
入
期
間
を
通
算
し
て
、
年
金
を
受
給

す
る
た
め
に
最
低
必
要
と
さ
れ
る
期
間
以

上
で
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
制
度
へ
の

加
入
期
間
に
応
じ
た
年
金
が
そ
れ
ぞ
れ
の

国
の
制
度
か
ら
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す

る
）
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

こ
の
適
用
に
よ
り
５
年
未
満
の
英
国
駐

在
者
は
前
述
のN

IC
s

の
支
払
い
を
免
除

さ
れ
る
た
め
、N

IN
O

も
発
行
し
な
く
て

良
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
代
わ
り
に
税

の
確
定
申
告
の
た
め
にU

TR

＊
１４

と
呼
ば

れ
る
１０
桁
の
番
号
が
与
え
ら
れ
る
。

な
お
、
日
英
社
会
保
障
協
定
は
主
に
駐

在
者
を
保
護
す
る
も
の
で
、
私
の
よ
う
な

海
外
居
住
者
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
保

険
期
間
の
通
算
が
な
い
の
で
、
私
の
場
合

日
本
の
公
的
年
金
に
加
入
後
渡
英
し
こ
れ

か
ら
ず
っ
と
こ
ち
ら
の
年
金
制
度
に
保
険

料
を
支
払
い
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
の
国
で

も
満
額
受
給
の
資
格
年
数
が
満
た
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
個
人
的
に
は
こ
の
日
英

社
会
保
障
協
定
の
内
容
改
訂
・
改
善
を
強

く
望
ん
で
い
る
。

１.

国
民
保
険
法（N

ationalInsurance
A
ct

）

２.

国
民
基
礎
年
金
制
度（B

asic
State

Pen-
sion

）

３.

国
家
所
得
比
例
年
金State

Earnings-R
e-

lated
Pension

Schem
e

（
略
称SER

PS

）

４.

国
家
第
二
年
金State

Second
Pension

（
略
称S2P

）

５.

国
民
保
険
料N

ational
Insurance

C
on-

tributions

（
略
称N

IC
s

）

６.

国
民
保
険
番
号N

ational
Insurance

N
um

ber

（
略
称N

IN
O

）

７.

必
要
資
格
獲
得
年
数（qualifying

years

）

８.

定
額
拠
出（defined

contribution－

略

称
Ｄ
Ｃ
）

９.

FTSE

（Financial
Tim

es
Stock

Ex-
change

）ロ
ン
ド
ン
証
券
取
引
所
上
場
銘
柄

１０.

定
額
給
付（defined

benefit

－
略
称D

B

）

１１.

「
フ
ァ
イ
ナ
ル
サ
ラ
リ
ー
ペ
ン
シ
ョ
ン
」

最
終
給
与
年
金（FinalSalary

Pension

）

１２.

「
パ
ー
ソ
ナ
ル
ア
カ
ウ
ン
ツ
」
個
人
口
座

（PersonalA
ccounts

）

１３.

個
人
年
金
供
給
担
当
局Personal

A
c-

counts
D
elivery

A
uthority

（
略
称

PA
D
A

）

１４.

納
税
者
固
有
番
号U

nique
Tax

payer
R
eference

（
略
称U

TR
）

子供や孫と過ごす時間は高齢者にとってかけがえのない時間。
しかし、都会には一人暮らしの高齢者も多い

同年代で定期的に集まり、親交を図る各種活動も年金生活者
の生活の質を高める
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